


1 地方創生のための条件不利地域に対する支援の充実
(ま ち・ひと・しごと創生本部、内閣府、総務省、財務省)

【 提 言 ・ 提 案 事 項 】
日 園

口

圧 亘

1 現行の地域振興法 (過疎法、離島振興法等)による支援に加え、これまで指定要件とされていない「将来推計人口減少率」等を

活用した新たな条件不利地域に対する支援制度を創設すること。
2 地域おこし協力隊の地域要件の規定について、「将来推計人口減少率」などを考慮のうえ見直すこと。また、隊員の家族に対する
加算を行うなど特別交付税の対象経費の範囲を拡充するとともに、措置上限額を引き上げること。

3 平成 28年度当初予算で検討されている地方創生の新型交付金の制度設計にあたっては、地方にとって活用しやすいものとなる
よう地方の意見を十分に反映させるとともに、地方の創意工夫を最大限尊重し、自由度の高い柔軟な制度運用を認めること。

《現状》
■ 本県では既に人口減少局面に入つており、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本県は現在の人口約 180万人から2040

年には約 30万人減少し約 150万人となることが示されたことから、人口減少への危機感が高まっており、人口減少対策が急務と
なっています。

■ 現行では、過疎法、離島振興法、半島振興法、山村振興法等の地域振興法において、各々の法律の目的に応じて、条件不利地域
の支援が実施されています。

■ 本県では、平成 21年度から県内市町で地域おこし協力隊制度を活用し、これまでに延べ 22名 の隊員が県内で活動し、 5名が活
動終了後も引き続き県内に居住しています。さらに、平成 27年 4月 現在、 9名が県内で活動中です。

■ 現在、国が策定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」と「同総合戦略」をふまえ、本県では「地域活性化・地域住民生
活等緊急支援交付金」を活用し、人口の自然減対策・社会減対策の取組を積極的に進めるとともに、「二重県人ロビジョン (仮称)」

と「二重県まち・ひと・しごと創生総合戦略 (仮称)」 の策定に向け取り組んでいるところです。

《課題》

① 過疎法等、現行の地域振興法では、各々の指定基準や支援措置、策定する計画等が異なっており、人口急減地域が全て網羅され
ていません。また、地方創生推進の目的に合致した将来推計人口減少率等の条件を有する地域振興法がないため、条件不利地域を
一体的に支援する制度の創設が求められます。

② 本県は3大都市圏に位置づけられていることから、地域おこし協力隊の対象地域は、現行の地域振興法の条件不利地域が主とな
ります。しかしながら、地方創生の観点から、将来推計人口の減少率等を考慮した新たな要件の拡充が求められます。また、隊員
の経済的な負担が大きいことから、対象経費の範囲を拡大し、措置上限額を引き上げることが求められます。

③ 地方創生への取組を推進するにあたり、自然減対策及び社会減対策を支える社会インフラ整備等のハード事業を着実に進めるこ

とは重要です。新型交付金の制度設計にあたっては、ハード事業や導入当初に必要な機器・備品の割合の柔軟性を確保することな
ど、地方の創意工夫を最大限尊重する、自由度の高い柔軟な制度運用が求められます。

県担当課名 戦略企画部企画課、地域連携部南部地域活性化局南部地域活性化推進課

関係法令等 まち 0ひと。しごと創生法、地域おこし協力隊推進要綱
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《現状》
■ 地域少子化対策強化交付金については、募集等の時期が地方自治体が予算を検討する時期より遅くなったり、交付要綱では対象と
なっている備品購入費がほとんど認められないなど、市町村が地域の実情に応じてきめ細かく取り組む事業に対応できていない状況
がまだ一部に見られます。

■ 出生率の回復を実現した諸外国の家族関係支出が対GDP比で3%程度以上であるのに対し、日本では1%に とどまっています。

■ 家族のつながりや地域の結びつきが弱くなる中、子どもたちが、家庭を築くことや家庭生活、家族の大切さなどについて考える機
会が少なくなっています。また、医学的見地から妊娠・出産には適齢期があることが十分に知られていません。

このため、本県では、中高生を対象に、性や妊娠・出産に関する正しい知識を普及するため、思春期ライフプラン教育を実施する

市町への補助等を行っています。

《課題》
① 地域少子化対策強化交付金について、継続的に事業を実施できるよう恒久化するとともに、都道府県知事の判断で、市町村の事業

に対して年度途中での採択や少子化対策関連事業への柔軟な適用を可能とするなど、地域の実情に応じて迅速かつ弾力的な運用がで

きる制度に改善することが必要です。また、少子化対策は今すぐに大胆に取り組むことが必要であり、さらにさまざまな新しい取組
が各地域で進むよう、予算の大幅な増額が必要です。

② 子どもたちを含めた若い世代に、性や妊娠・出産に関する正しい医学的知識や自らのライフプランを考える機会等を提供すること
の必要性が高まっています。

県担当課名 健康福祉部子ども・家庭局少子化対策課、子育て支援課、教育委員会事務局高校教育課、小中学校教育課、保健体育課

関係法令等 少子化社会対策大綱、地域少子化対策強化交付金交付要綱
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また、1,300を超える企業や団体が参画する「みえ次世代育成応援ネットワーク」では、親子が触れ合う場の提供や家族の絆づく
りを促進する取組など、それぞれの特性を生かしながら子育て家庭を応援する取組を展開しています。

■ 親世代と同居または住まいが近接しているほうが子どもの数が多いという調査結果があるものの、核家族化の進行により、三世代
同居や近居は減っているものと思われます。

《課題》

① 放課後児童クラブについて、小学校で土曜日の授業が増えてきており、250日 開設することが困難になってきていることから、補
助要件の開設日数 (250日 以上)の緩和が必要です。特例分 (開設日数 :200～ 249日 )の基準単価は、開設日数にかかわらず同額と
なっており、運営実態に応じた制度となっていないことから、安定した経営につながるよう、249日 を基準とし日数に応じた減額や、
長期休暇等に開設している場合の加算を行うなど単価設定の見直しが必要です。

② 小規模であっても、必要な地域に放課後児童クラブを設置・運営できるよう支援する必要があります。
③ ひとり親家庭の保護者が安心して就業できるよう、放課後児童クラブの利用に係る経済的負担を軽減するため、利用料への補助が
必要です。また、ひとり親家庭の利用料を補助する市町村に対する補助制度の創設が必要です。

④ 共働きの里親登録者が増えており、児童の処遇向上および里親委託推進のため、放課後児童クラブの利用料を里親に係る措置費の
支弁対象とすることが必要です。

⑤ 地域の実情やニーズに応じた子育て支援を行うには、経験やスキル等が求められることから、人材育成に継続的に取り組む必要が
あります。また、地域において、都道府県や市町村、企業、団体等多様な主体が連携し、子育て支援をする人材を広く養成する必要
があります。

⑥ 祖父母の子育て支援を後押しすることが必要となる一方、子育て世代のすべての方が祖父母の支援を受けられるとは限らないこと
から、これまで以上に地域や社会が子どもの育ちや子育て家庭を支援していく必要があります。

県担当課名 健康福祉部子ども・家庭局少子化対策課、子育て支援課
関係法令等 少子化社会対策大綱、地域少子化対策強化交付金交付要綱、児童福祉法、児童福祉法施行令
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11 地方創生につながる農山漁村の雇用創出に向けた規制緩和および支援の充実

農山漁村地域の雇用を創出し、地方創生につなげていくため、次のような規制緩和と支援措置を講じること。
1 6次産業化を促進するため、農家レス トランを農業用施設として位置付けし、農用地区域内への建築を容認すること。また、農家レス

トランを含む 6次産業化施設については、使用する主たる材料の調達要件を緩和すること。
2 植物工場の設置が進むよう、床面コンクリート貼りの植物工場等について、農用地区域内への設置を容認すること。
3 プランド牛肉の輸出拡大にも挑戦できる、競争力の高い大規模な畜産経営に向け、本造による大規模畜舎の建築を容認すること。

4 異業種からの農林漁業参入を促進するため、中小企業信用保険制度の適用を農林漁業にも拡大すること。

5 新産業の創出につながるよう、地域で生産された農産物などを有効活用するパイオ燃料製造施設について、農用地区域内への建設を

容認すること。また、固定資産税の減免措置が受けられるよう、特定バイオ燃料の対象にバイオブタノールを加えること。さらに、バイ

オ燃料に関する生産から活用までの取組を社会実証モデルとして位置付け、重点的に支援すること。

【提言・提案事項】hll度10予算       (ま ち口ひと・しごと創生本部、内閣府、農林水産省、国土交通省、経済産業省、中小企業庁)

《現状》

農山漁村地域の雇用創出にあたっては、 6次産業化や植物工場の整備の促進、競争力の高い大規模畜産経営の実現、新産業の創出等

を進めることが必要ですが、規制が存在するほか、支援措置が十分でないなどの状況にあります。

1 農家レストランの農用地区域内への設置は、特区もしくは地域再生法の認定区域に限定されているほか、農用地区域内に設置した 6次

産業化施設 (農家レストランを含む)で使用する主たる材料の調達先は、同一地域に限定されています。

2 床面コンクリート貼りの植物工場等を農用地区域内に設置することは、現行の農地制度では困難な状況です。

3 大規模畜舎を建築する場合には鉄骨造りにする必要などがあり、現行の建築基準法では、多額の建築費用が必要となります。

4 中小企業信用保険制度は商工業には適用されますが、農林漁業には適用されていません。

5 現在、二重大学を中心に、かんきつ未利用資源を活用したバイオブタノール製造システムの実証研究が進められていますが、バイオ燃

料製造施設の農用地区域内への設置は、特区もしくは地域再生法の認定区域に限定されています。また、農林漁業バイオ燃料法に基づく

特定バイオ燃料としてバイオブタノールは指定されておらず、バイオ燃料製造施設に係る固定資産税の軽減措置は受けられない状況です。

さらに、循環型社会を実現していくためには、こうしたバイオマスを活用した取組を地域全体で進める必要があります。

《課題》
雇用の創出・拡大を図り地方創生につなげるためには、規制緩和と支援措置を進め、地域の農林漁業者等の活動を促すことが必要です。

1 6次産業化を促進し雇用を創出するため、農林漁業者が農家レストランを含む 6次産業化施設を設置し、地域の特色ある商品やサービ

スの提供が可能となるよう、障害となる規制緩和や制度改正を行う必要があります。

2 施設園芸の次世代化を進めて雇用を創出するため、床面コンクリート貼りの植物工場等の農用地への設置促進が必要です。

3 ブランド牛肉の輸出拡大にも挑戦するため、低コストで飼育規模を拡大し、高い品質を保持したまま価格競争力の強化が必要です。

4 異業種の参入による雇用の創出を図るため、中小企業等の農林漁業への参入を促進する必要があります。

5 地域資源を活用した新産業により雇用を創出するため、地域で未利用の農産物等を有効活用するバイオ燃料の活用促進が必要です。

県担当課名 農林水産部農業戦略課、フードイノベーション課
関係法令等 農業振興地域の整備に関する法律、農地法、建築基準法、農林漁業バイオ燃料法、中小企業信用保険法
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12 農業の競争力強化および農村の防災対策に資する予算の十分な確保
(農林水産省)

【提言・提案事項】制度 口
圧園

1 農業の競争力強化に向けて必要となる生産基盤の整備を計画的に進めるため、農業農村整備事業に係る予算を十分に確保する

こと。

2 老朽化が進む農業用ため池や排水機場および頭首工等の基幹的農業水利施設の整備を計画的かつ着実に進めるため、必要な予算

を十分に確保すること。

《現状》

■ 農業の競争力強化に向けて、収益性の高い農業を実現するため、農作業の省力化や担い手への農地集積、生産性の向上を図る上

で必要不可欠な生産基盤の整備を行う農業農村整備事業について、国の平成 27年度予算は平成21年度の 65%と なっており、低い

水準にとどまっています。本県に対する予算配分も年々低下し、平成 27年度は、前年度の約 70%の配分となっています。

■ 本県としても農業版BCPの策定に取り組むなど、南海トラフ地震発生の切迫性が指摘されるとともに、台風や局地的豪雨の発生

頻度が高まるなど、地震や津波、風水害に対する十分な備えが求められている中、農業用ため池や基幹的農業水利施設の多くで老

朽化が進んでいます。

《課題》

① 農業の生産性を向上し、競争力強化に向けて必要不可欠である農地の大区画化やパイプライン化、排水対策などの生産基盤の整

備を計画的に進めることが必要です。

② 地震や津波、風水害に対する十分な備えが求められている中、農村における防災対策の柱である、老朽化が進む農業用ため池や

排水機場および頭首工等の基幹的農業水利施設の整備を計画的かつ着実に進めることが必要です。

県担当課名 農林水産部農業基盤整備課

関係法令等 土地改良法、農業競争力強化基盤整備事業実施要綱、農業水利施設保全合理化事業実施要綱、農業基盤整備促進事業実施要綱、

農村地域防災減災事業実施要綱
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15 命と暮らしを守る事前防災 0減災対策および総合的な老朽化対策への支援
(総務省、国土交通省)

【提言・提案事項】巨正卜[董瓢

《現状》

■ 本県では、南海 トラフ地震発生の切迫性が高まる中、事前防災・減災対策を進めることが喫緊の課題となっている
ことか ら、平成 27年 6月 を目途に「二重県国土強靭化地域計画 (仮 称 )」 を策定することとしています。

■ 平成 23年 に発生 した紀伊半島大水害、平成 25年 の台風 18号 や平成 26年 の台風 11号 による被害など、本県では

住民生活に影響を及ぼす風水害・土砂災害が頻発 しています。
■ 本県が管理する公共土木施設の多 くは高度成長期以降に集中的に整備され、整備後 50年 を経過 している橋梁の割

合は現在 31%ですが、20年後には 70%と なるなど、老朽化する公共土木施設が急速に増加 します。
■ 本県では、安心 と活力ある公共施設等の総合的管理につなげるため、「みえ公共施設等総合管理基本方針」を平成
27年 3月 に策定 しました。また、個別施設毎に 「橋梁長寿命化修繕計画」、「河川特定構造物長寿命化計画」、「下水
道長寿命化計画」、「公園施設長寿命化計画」などの長寿命化計画を策定 し、定期的な点検 と計画的な修繕・更新を実
施することで、将来的な維持管理費の低減に取 り組んでいます。また、本県では、メンテナンス技術の共有や市町ヘ

の発注支援な どのため、県内すべての道路管理者が参加する 「二重県道路インフラメンテナンス協議会」を平成 26

年 3月 に全国に先駆けて設立 しました。

《課題》

①  厳 しい財政状況の中、頻発する風水害・土砂災害や地震・津波に備えた事前防災・減災対策、公共土木施設の老

朽化対策などの国土強靭化に取 り組むためには、国の防災・安全交付金などによるさらなる支援が必要です。

②  本県における公共土木施設の整備率は全国平均に比べ下位 (道路 39位 、下水道 39位 )に あり、今後 も公共土木

施設の整備を一層推進する必要があります。 しか し、厳 しい財政状況の中、本県 における公共事業予算はピーク時
の約 40%に減少する一方で、維持管理費の割合は約 2倍 に増加 し、整備に必要な建設費が確保できない状況です。

③  河川の小規模な水門やポンプ設備、小規模な港湾施設の老朽化対策、風水害の発生時に被害を拡大させる恐れが

ある河川の堆積土砂の撤去は交付金の対象となっていないため、多額の維持管理費を必要 とすることか ら交付対象

要件を緩和 し、財政負担が大きい河川及び港湾の堆積土砂等の撤去を適債事業化するなどの国の支援が必要です。

県担当課名 総務部財政課、県土整備部道路建設課、道路管理課、河川課、港湾・海岸課、流域管理課、下水道課

関係法令等 社会資本整備総合交付金交付要綱、国土強靭化基本法 等
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